
平成 年度収支予算の概要

本会は、新公益法人制度に準拠した公益法人会計基準（以下「平成 年会計基準」とい

う。）を適用した、公益法人に求められる「損益ベース」の収支予算書を策定した。

１．平成 年度の予算編成にあっては、本会の基本理念のもと平成 年度事業方針、重

点施策・重点事業の実現に向け、前年度の事業実績や成果・評価等も踏まえ、新規事業

や組織力強化への取り組みを内容とする事業を含む公益法人会計基準に準拠して予算を

編成した。

〇地域包括ケアシステムの実現に向けて、訪問看護ステーション機能強化を推進する

「在宅療養者サポート体制整備事業」やがんと診断されたときから在宅療養まで切

れ目のないサポートを進める「いばらきみんなのがん相談室」運営に加え、「社会

参加サポート事業及び若年患者療養生活サポート事業」に関する予算を計上した。

〇会員の加入促進や会員増につながる仕組みづくりなど看護政策を推進する組織力強

化 に取り組み、持続可能で健全な協会運営を目指すことに留意し、予算を編成し

た。

また、平成 年度は創立 周年を迎えることから、「創立 周年記念事業」

の予算を計上した。

２．経常収益について

経常収益計 千円（前年度比 千円増 ％増）

（内訳）①受取入会金 千円（ －千円）

平成２９年度実績を勘案し、昨年度同数の 人を見込む。

②受取会費 千円（ 千円増）

新会員情報管理体制の本格的運用に伴い、昨年度より 人増の 人の

会員数を見込む。

③事業収益 千円（ 千円増）

県からの委託事業収益は、新規の在宅療養者サポート体制整備事業やがん患

者サポートセンター事業の拡充などを、介護保険報酬等は前年度の実績を踏ま

えた額を見込み全体では若干の増を見込む。

④雑収益 千円（ 千円減）

事務室賃貸料（ 団体）等
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３．経常費用について

経常費用計 千円（前年度比 千円減 △ ％）

（内訳）①公益目的事業会計 千円（ 千円増）

②収益事業等会計 千円（ 千円増）

③法人会計 千円（ 千円減）

４．公益法人の財務三基準を満たす予算

平成 年度収支予算書は、公益社団法人の要件として本会に求められる次のような財

務三基準をすべてクリアできる内容となっている。

① 収支相償の原則：公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用 
を償う額を超えないと見込まれること☞資金を蓄積していないこと

⇒ 収入（経常収益） 千円 ＜ （経常費用） 千円

② 公益目的事業比率： ％以上（公益目的事業比率が 分の 以上となると

見込まれるものであること）

公益目的事業の経常費用 千円

⇒ ≒ ％ ＞ ％

全体の経常費用 千円

③ 遊休財産額保有制限：法人純資産のうち、使途の定まらないものの額が公益目

的事業に係る費用を超えないこと

⇒ 遊休財産額 約 千円 ＜ 公益目的事業の経常費用 千円

平成 年度収支予算の概要

本会は、新公益法人制度に準拠した公益法人会計基準（以下「平成 年会計基準」とい

う。）を適用した、公益法人に求められる「損益ベース」の収支予算書を策定した。

１．平成 年度の予算編成にあっては、本会の基本理念のもと平成 年度事業方針、重

点施策・重点事業の実現に向け、前年度の事業実績や成果・評価等も踏まえ、新規事業

や組織力強化への取り組みを内容とする事業を含む公益法人会計基準に準拠して予算を

編成した。

〇地域包括ケアシステムの実現に向けて、訪問看護ステーション機能強化を推進する

「在宅療養者サポート体制整備事業」やがんと診断されたときから在宅療養まで切

れ目のないサポートを進める「いばらきみんなのがん相談室」運営に加え、「社会

参加サポート事業及び若年患者療養生活サポート事業」に関する予算を計上した。

〇会員の加入促進や会員増につながる仕組みづくりなど看護政策を推進する組織力強

化 に取り組み、持続可能で健全な協会運営を目指すことに留意し、予算を編成し

た。

また、平成 年度は創立 周年を迎えることから、「創立 周年記念事業」

の予算を計上した。

２．経常収益について

経常収益計 千円（前年度比 千円増 ％増）

（内訳）①受取入会金 千円（ －千円）

平成２９年度実績を勘案し、昨年度同数の 人を見込む。

②受取会費 千円（ 千円増）

新会員情報管理体制の本格的運用に伴い、昨年度より 人増の 人の

会員数を見込む。

③事業収益 千円（ 千円増）

県からの委託事業収益は、新規の在宅療養者サポート体制整備事業やがん患

者サポートセンター事業の拡充などを、介護保険報酬等は前年度の実績を踏ま

えた額を見込み全体では若干の増を見込む。

④雑収益 千円（ 千円減）

事務室賃貸料（ 団体）等
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【平成 30 年度 経常収益内訳（563,181 千円）】 

 

 

 

）円千（額金目科 構成比（％）

15,600 2.8%
71,250 12.6%

86,850 15.4%

127,809 22.7%

32,288 5.8%
192,144 34.1%
92,802 16.5%
9,250 1.6%

454,293 80.7%

9,246 1.6%

4,587 0.8%

8,205 1.5%

563,181 100.0%

入会金・会費　計

入会金・会費

日本看護協会助成金

補助金

医療保険報酬

利用料

細目
入会金

会費

茨城県委託事業

受講料

介護保険報酬

合　　　計

事業収益　計

事業収益　

雑収益等

入会金・会費
 15.4%

事業収益
 80.7%

その他
 3.9%

入会金
2.8%

会費
12.6%

茨城県
委託事業

22.7%

受講料
5.8%

介護保険報酬
34.1%

医療保険報酬
16.5%

利用料
1.6%

日本看護協会助成金
1.6%

補助金
0.8%

雑収益等
1.5%
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【平成 30 年度 経常費用内訳（579,581 千円）】

）円千（額金名業事款定分区計会 構成比（％）
教育・研修等看護の質の向上 103,051 17.8%
看護職の労働環境改善等 64,061 11.1%
看護業務の調査研究等、提言等 6,260 1.1%
健康相談等による地域住民の健康と福祉 90,452 15.6%
訪問看護ステーション等設置及び運営 292,919 50.5%

556,743 96.1%
収益事業等会計 会館貸与、会員福利厚生事業等 10,123 1.7%

法人会計 総会、理事会等協会運営費等 12,715 2.2%

579,581 100.0%

公益目的
事業会計

公益目的事業会計  計

合計

公益目的事業会計
96.1%

収益事業等
会計
1.7%

法人会計
2.2%

教育・研修等
看護の質の向上

17.8%

看護職の
労働環境改善等

11.1%

看護業務の
調査研究等、提言等

 1.1%

健康相談等による
地域住民の
健康と福祉

15.6%

訪問看護
ステーション等

設置及び運営
50.5%

会館貸与、
会員福利厚生事業等

1.7%

総会、理事会等
協会運営費等

2.2%
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(単位：円）

当　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

① 特定資産運用益

特定資産受取利息

② 受取入会金

受取入会金

③ 受取会費

受取会費

④ 事業収益

日本看護協会業務委託事業収益 △ 11,425,000

茨城県委託事業収益 △ 8,715,000

受講料 △ 1,678,000

介護保険報酬 △ 1,686,000

医療保険報酬

利用料

⑤ 受取助成金

日本看護協会助成金

⑥ 受取補助金等

茨城県補助金収益

茨城県医師会補助金収益

受取地方公共団体補助金振替額 △ 26,856

受取民間補助金振替額 △ 10,047

⑦ 受取寄付金 △ 2,380

受取寄付金振替額 △ 2,380

⑧ 雑収益 △ 361,000

受取利息

雑収益 △ 361,000

経常収益計

（２）経常費用

① 事業費

役員報酬

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

報償費

会館運営費 △ 673,180

会議費 △ 1,160,000

旅費交通費 △ 371,000

研修費 △ 671,200

医療材料費 △ 116,000

通信運搬費

交際費

減価償却費 △ 7,630,016

    収　支　予　算　書 

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科　　　　　目

退職慰労金
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当　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　　減科　　　　　目

消耗什器備品費

消耗品費 △ 183,000

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料 △ 2,583,000

保険料

租税公課

広告宣伝費 △ 80,000

支払負担金　

支払手数料

委託費 △ 13,680,000

食糧費 △ 148,000

施設維持費

雑費 △ 805,000

② 管理費 △ 8,400,452

役員報酬 △ 746,208

給料手当 △ 1,211,772

臨時雇賃金 △ 111,199

退職給付費用

福利厚生費 △ 103,866

会館運営費 △ 20,820

会議費 △ 421,000

旅費交通費 △ 1,223,000

通信運搬費 △ 1,004,800

減価償却費 △ 82,525

消耗什器備品費

消耗品費 △ 316,000

修繕費

印刷製本費 △ 2,905,000

燃料費

光熱水料費

賃借料 △ 20,000

保険料 △ 360,550

諸謝金

租税公課

支払手数料 △ 142,000

委託料

寄付金

雑費 △ 115,000

経常費用計 △ 278,463

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 16,400,426 △ 18,641,606

基本財産評価損益等

特定資産評価損益等

投資有価証券評価損益等

評価損益等計

当期経常増減額 △ 16,400,426 △ 18,641,606

退職慰労金

(単位：円）

当　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

① 特定資産運用益

特定資産受取利息

② 受取入会金

受取入会金

③ 受取会費

受取会費

④ 事業収益

日本看護協会業務委託事業収益 △ 11,425,000

茨城県委託事業収益 △ 8,715,000

受講料 △ 1,678,000

介護保険報酬 △ 1,686,000

医療保険報酬

利用料

⑤ 受取助成金

日本看護協会助成金

⑥ 受取補助金等

茨城県補助金収益

茨城県医師会補助金収益

受取地方公共団体補助金振替額 △ 26,856

受取民間補助金振替額 △ 10,047

⑦ 受取寄付金 △ 2,380

受取寄付金振替額 △ 2,380

⑧ 雑収益 △ 361,000

受取利息

雑収益 △ 361,000

経常収益計

（２）経常費用

① 事業費

役員報酬

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

報償費

会館運営費 △ 673,180

会議費 △ 1,160,000

旅費交通費 △ 371,000

研修費 △ 671,200

医療材料費 △ 116,000

通信運搬費

交際費

減価償却費 △ 7,630,016

    収　支　予　算　書 

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科　　　　　目

退職慰労金
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(単位：円）

公衆衛生の向上を目
的とする事業

共通 小計 共益事業等 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

① 特定資産運用益

特定資産受取利息

② 受取入会金

受取入会金

③ 受取会費

受取会費

④ 事業収益

茨城県委託事業収益

受講料

介護保険報酬

医療保険報酬

利用料

⑤ 受取助成金

日本看護協会助成金

⑥ 受取補助金等

茨城県補助金収益

茨城県医師会補助金収益

受取民間補助金振替額

⑦ 受取寄付金

受取寄付金振替額

⑧ 雑収益

受取利息

雑収益

経常収益計

（２）経常費用

① 事業費

役員報酬

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

報償費

会館運営費

会議費

旅費交通費

研修費

医療材料費

通信運搬費

交際費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

租税公課

広告宣伝費

支払負担金　

収　支　予　算　書　内　訳　表 

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科     目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引控除 合計

日本看護協会業務委託事業収益

受取地方公共団体補助金振替額

退職慰労金

当　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　　減科　　　　　目

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

① 特別収益

経常外収益計

（２）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額 △ 16,400,426 △ 18,641,606

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高
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(単位：円）

公衆衛生の向上を目
的とする事業

共通 小計 共益事業等 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

① 特定資産運用益

特定資産受取利息

② 受取入会金

受取入会金

③ 受取会費

受取会費

④ 事業収益

茨城県委託事業収益

受講料

介護保険報酬

医療保険報酬

利用料

⑤ 受取助成金

日本看護協会助成金

⑥ 受取補助金等

茨城県補助金収益

茨城県医師会補助金収益

受取民間補助金振替額

⑦ 受取寄付金

受取寄付金振替額

⑧ 雑収益

受取利息

雑収益

経常収益計

（２）経常費用

① 事業費

役員報酬

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

報償費

会館運営費

会議費

旅費交通費

研修費

医療材料費

通信運搬費

交際費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

租税公課

広告宣伝費

支払負担金　

収　支　予　算　書　内　訳　表 

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科     目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引控除 合計

日本看護協会業務委託事業収益

受取地方公共団体補助金振替額

退職慰労金

当　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　　減科　　　　　目

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

① 特別収益

経常外収益計

（２）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額 △ 16,400,426 △ 18,641,606

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高
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支払手数料

委託費

食糧費

施設維持費

雑費

② 管理費

役員報酬

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

報償費

会館運営費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

減価償却費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

賃借料

保険料

諸謝金

租税公課

支払手数料

委託料

寄付金

雑費

経常費用計

△ 11,113,924 △ 11,113,924 △ 3,063,757 △ 3,063,757 △ 2,222,745 △ 16,400,426

基本財産評価損益等

特定資産評価損益等

投資有価証券評価損益等

評価損益等計

当期経常増減額 △ 11,113,924 △ 11,113,924 △ 3,063,757 △ 3,063,757 △ 2,222,745 △ 16,400,426

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

① 特別収益

受取災害義援金

経常外収益計

（２）経常外費用

① 特別損失

支払災害義援金

中科目別記載

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額 △ 11,113,924 △ 11,113,924 △ 3,063,757 △ 3,063,757 △ 2,222,745 △ 16,400,426

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

退職慰労金

評価損益等調整前当期経常増減額
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(1)　資金調達の見込みについて

事業番号 金額

(2)　設備投資の見込みについて

事業番号 支出又は収入の予定額

借入れの予定 □　あ　　り ■　な　　し

借入先

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

設備投資の予定 □　あ　　り ■　な　　し

設備投資の内容 資金調達方法又は取得資金の使途

事
業
年
度

自　　平成30年4月1日

至　　平成31年3月31日
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公益社団法人茨城県看護協会
平成30年度 収支予算書説明資料
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公益法人予算の基本的な考え方

〇 公益法人会計基準を適用した予算編成といたしました。

〇 公益法人に求められる収支予算書は、収入（資金の増加）・支出
（資金の減少）の「資金ベース」から、収益（正味財産の増加）・費
用（正味財産の減少）の「損益ベース」の収支予算書となります。

― 39 ―



予算編成方針

〇平成３０年度の予算編成にあたっては、本会の基本理念のもと平成30年度事
業方針、重点施策・重点事業の実現に向け、前年度の事業実績や成果・評価
も踏まえ、新規事業や組織力強化への取り組みを内容とする事業を含む公益
法人会計基準に準拠して予算を編成しました。

○地域包括ケアシステムの実現に向けて、訪問看護ステーションの機能強化を
推進する「在宅療養者サポート体制整備事業」やがんと診断されたときから在
宅療養まで切れ目のないサポートを進める「いばらきみんなのがん相談室」運
営に加え、「社会参加サポート事業及び若年患者療養生活サポート事業」に関
する予算を計上しました。

○会員の加入促進や会員増につながる仕組みづくりなど看護政策を推進する
組織力強化に取り組み、持続可能で健全な協会運営を目指すことに留意し、
予算を編成しました。また、平成３０年度は創立70周年を迎えることから、「創立
70周年記念事業」の予算を計上しました。
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収支予算経常収益についてご説明します。

平成30年度の経常収益予算額は563,181千円で、前年度予算額に比べ、 全体として
は1,963千円の増収となる見込みです。

受取会費・受取入会金は、入会金では新規会員を前年度同数の1,300人を、会費で
は会員数を前年度より50人増の14,250人を見込んでいます。

事業収益は、県からの委託事業として、新規に在宅療養者サポート体制整備事業
7,910千円、いばらきがん患者サポートセンター事業の拡充として21,829千円などの収
益を見込んでいます。
介護保険報酬等は、平成29年度事業所の実績等を勘案し、284,946千円を見込んで

います。
看護政策推進のための組織強化事業500千円を日看協からの助成金として見込んで

います。

平成30年度収支予算のポイント（１）

経常収益（科目別内訳・対前年度比較）

科目 Ｈ30予算額 ％ Ｈ29予算額 差異

受取会費・受取入会金 86,850 15.4% 86,600 250

事業収益 454,293 80.7% 453,211 1,082

受取助成金 9,246 1.6% 8,565 681

受取補助金 4,587 0.8% 4,274 313

雑収益等 8,205 1.5% 8,568 △363

経常収益計 563,181 100% 561,218 1,963

（単位：千円）
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収支予算経常収益会計区分別内訳についてご説明します。

経常収益の会計区分別内訳は、公益目的事業が545,629千円（96.9％）、施設の貸与
等の収益事業等会計が7,059千円（1.3％）、総会や理事会等看護協会運営の法人会
計が10,493千円（1.8％）となっています。

経常収益に対する公益目的事業会計の比率が96.9％と基準の50％を超えているた
め、基準を満たしています。

本会定款細則による入会金及び会費の合計額の30％以上を公益目的事業会計に
使用することとなっているが８６％を組み入れていることから、基準を満たしています。

平成30年度収支予算のポイント（２）

経常収益（科目別・会計区分別内訳）

科目 合計
公益目的 収益事業

法人会計
事業会計 等会計

受取会費・受取入会金 86,850 74,691 1,737 10,422

事業収益 454,293 454,293 0 0

受取助成金 9,246 8,746 500 0

受取補助金 4,587 4,455 71 61

雑収益等 8,205 3,444 4,751 10

経常収益計 563,181 545,629 7,059 10,493

（単位：千円）
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収支予算経常費用予算についてご説明します。

平成30年度の経常費用予算額は、579,581千円で前年度予算額に比べ、278千円の
減額となっています。

経常費用の会計区分別の内訳は、公益目的事業会計が556,743千円（96.1％）、施設
の貸与等の収益事業等会計が10,123千円（1.7％） 、総会、理事会等看護協会の運営
に支出した法人会計が12,715千円（2.2％）となっています。

平成30年度収支予算のポイント（３）

経常費用（会計区分別内訳・対前年度比較）

H30予算額 ％ H29予算額 差異

公益目的事業会計 556,743 96.1% 556,334 409

収益事業等会計 10,123 1.7% 7,492 2,631

法人会計 12,715 2.2% 16,033 △3,318

合計 579,581 100% 579,859 △278

（単位：千円）
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公益目的事業の定款事業別経常費用内訳についてご説明します。

公益目的事業会計の定款事業別の内訳は、次のとおりです。

1. 教育・研修等による看護の質の向上に関する事業に103,051千円、

2. 看護職の労働環境等の改善及び就業促進による県民の健康及び福祉の増進に 関
する事業に64,061千円、

3. 看護業務の調査研究及び情報収集並びに制度の改善への提言に関する事業に
6,260千円、

4. 健康相談、情報提供等による地域住民の健康と福祉に関する事業に90,452千円、

5. 地域ケアサービスを実施する訪問看護ステーション等の設置及び運営292,919千円
の支出を見込んでいます。

平成30年度収支予算のポイント（４）

定款事業別経常費用（公益目的事業別・事業別内訳）

事業名
公益目的
事業会計

％

１．教育・研修等による看護の質の向上に関する
事業

103,051 18.5%

２．看護職の労働環境等の改善及び就業促進によ
る県民の健康及び福祉の増進に関する事業

64,061 11.5%

３．看護業務の調査研究及び情報収集並びに制
度の改善への提言に関する事業

6,260 1.1%

４．健康相談、情報提供等による地域住民の健康
と福祉に関する事業

90,452 16.3%

５．地域ケアサービスを実施する訪問看護ステー
ション等の設置及び運営

292,919 52.6%

経常費用計 556,743 100%

（単位：千円）
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本会の平成30年度収支予算と公益法人の財務3基準の適合状況についてご説明し
ます。

公益法人には、①収支相償、②公益目的事業比率、③遊休財産、という、いわゆる
「財務3基準」 を満たすことが求められます。

①収支相償については、公益目的事業に係る収入が、その実施に要する費用を超え
ないことが、要件となっています。

本会の収支予算書における公益目的事業の経常収益は545,629千円で公益目的事
業の経常費用の556,743千円を超えない見込みであることから基準を満たしています。

平成30年度予算と財務3基準①収支相償

収 入 費 用

公益目的事業に係る経常収益 公益目的事業に係る経常費用

545,629千円 ＜ 556,743千円
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②公益目的事業比率については、公益目的事業費の比率が、収益事業等と法人の
管理運営費用とを加えた事業費全体の50％以上であることが基準となっています。

本会の収支予算書における経常費用の合計579,581千円に対する、公益目的事業の
経常費用556,743千円の比率が約96％と、事業費全体の50％を超える見込みのため基
準を満たしています。

平成30年度予算と財務3基準②公益目的事業比率

＋ ＋

≒ 96％ ≧ 50％
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③遊休財産については、遊休財産（すなわち、使途の定まらない蓄積した財産）の額
が、 公益目的事業を行うのに必要な1年分の額を超えないこととなっています。

遊休財産額は、平成30年度末見込みベースで算定した暫定額で、約285,000千円に
なる見込みです。公益目的事業の経常費用556,743千円を超えない見込みのため基
準を満たしています。

本会の平成30年度収支予算は、公益法人の財務3基準をすべて満たした予算となっ
ています。

平成30年度予算と財務3基準③遊休財産の保有制限

≦

※ 資産－負債－（控除対象資産－対応負債）

公益目的事業の

経常費用

556,743千円

遊休財産額※

約285,000千円
（暫定額）
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